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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】生体情報の測定精度を向上可能な測定装置及び
測定方法を提供する。
【解決手段】被検部位を接触部１４に接触させて生体情
報を測定する測定装置１０は、接触部１４における被検
部位の接触状態を検出する接触状態検出部１１と、被検
部位から生体情報を取得する生体センサ１３と、報知部
１２と、生体センサ１３の出力に基づいて生体情報を測
定する制御部１５と、を備え、制御部１５は、接触状態
検出部１１からの出力に基づいて、接触部１４における
被検部位の接触状態を判断し、接触状態に関する情報を
報知部１２から報知させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検部位を接触部に接触させて生体情報を測定する測定装置であって、
　前記接触部における前記被検部位の接触状態を検出する接触状態検出部と、
　前記被検部位から生体情報を取得する生体センサと、
　報知部と、
　前記生体センサの出力に基づいて前記生体情報を測定する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記接触状態検出部からの出力に基づいて、前記接触部における前記被
検部位の前記接触状態を判断し、前記接触状態に関する情報を前記報知部から報知させる
、
測定装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記接触状態が前記生体情報の測定に適していると判断すると、前記生
体センサを起動する、請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記接触状態に関する情報は、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力に関する情報
及び／又は前記被検部位と前記接触部との位置関係に関する情報を含む、請求項１に記載
の測定装置。
【請求項４】
　前記接触状態検出部は照度測定部を備え、
　前記制御部は、前記照度測定部が測定した照度に関する情報の出力に基づいて前記接触
状態を判断する、請求項１に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記照度測定部は、当該測定装置において前記生体センサの周囲に複数配置され、
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のそれぞれが測定した照度に関する情報の出力に
基づいて前記接触状態を判断する、請求項４に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記複数の照度測定部は、前記生体センサを中心とした同一円周上に配置される、請求
項５に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のそれぞれが測定した照度が所定の照度閾値以上
である場合、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力を強くすべき旨を前記報知部から
報知させる、請求項５に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のいずれかが測定した照度が所定の照度閾値未満
である場合、前記複数の照度測定部のうち、最も高い照度を測定する照度測定部を特定し
、当該特定した照度測定部の方向へ被検部位を移動すべき旨を前記報知部から報知させる
、請求項５に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記接触状態検出部は、前記生体センサの周囲に配置された複数の歪センサを備え、
　前記制御部は、前記複数の歪センサのそれぞれが検出した前記接触部の歪みに関する情
報の出力に基づいて前記接触状態を判断する、請求項１に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記複数の歪センサのそれぞれが検出した歪み量が所定の歪み量閾値未
満である場合、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力を強くすべき旨を前記報知部か
ら報知させる、請求項９に記載の測定装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記複数の歪センサのいずれかが検出した歪み量が所定の歪み量閾値以
上である場合、前記複数の歪センサのうち、最も小さい歪み量を検出する歪センサを特定
し、当該特定した歪センサの方向へ被検部位を移動すべき旨を前記報知部から報知させる
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、請求項９に記載の測定装置。
【請求項１２】
　前記接触状態検出部はタッチパネルを備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルが検出した前記被検部位の接触位置に関する情報の出
力に基づいて前記接触状態を判断する、請求項１に記載の測定装置。
【請求項１３】
　前記生体情報は、血流に関する情報を含む、請求項１に記載の測定装置。
【請求項１４】
　被検部位を接触部に接触させて生体情報を測定するにあたり、
　接触状態検出部により、前記接触部における前記被検部位の接触状態を検出するステッ
プと、
　制御部により、前記接触状態検出部からの出力に基づいて、前記接触部における前記被
検部位の前記接触状態を判断し、前記接触状態に関する情報を報知部から報知させるステ
ップと、
　生体センサにより、前記被検部位から生体情報を取得するステップと、
　前記制御部により、前記生体センサの出力に基づいて前記生体情報を測定するステップ
と
を含む測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置及び測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検者（ユーザ）の指先等の被検部位から生体出力情報を取得して、生体情報を
測定する測定装置が知られている。例えば、生体情報として血流を測定する血流測定装置
は、レーザ光を指先に照射し、指先の毛細血管の血流からの散乱光に基づいて血流を測定
する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平３－２１２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　生体情報の測定精度は、測定装置に対する被検部位の接触状態により変化する。しかし
、生体情報の測定に関する専門知識を有さない被検者が、被検部位を適切な状態で測定装
置に接触させることは困難である。測定装置は、生体情報を高い精度で測定するために、
被検者に適切な接触状態で被検部位を接触させることが望ましい。
【０００５】
　かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、生体情報の測定精度を向上可能な測定装
置及び測定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る測定装置は、
　被検部位を接触部に接触させて生体情報を測定する測定装置であって、
　前記接触部における前記被検部位の接触状態を検出する接触状態検出部と、
　前記被検部位から生体情報を取得する生体センサと、
　報知部と、
　前記生体センサの出力に基づいて前記生体情報を測定する制御部と、を備え、
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　前記制御部は、前記接触状態検出部からの出力に基づいて、前記接触部における前記被
検部位の前記接触状態を判断し、前記接触状態に関する情報を前記報知部から報知させる
。
【０００７】
　前記制御部は、前記接触状態が前記生体情報の測定に適していると判断すると、前記生
体センサを起動してもよい。
【０００８】
　前記接触状態に関する情報は、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力に関する情報
及び／又は前記被検部位と前記接触部との位置関係に関する情報を含んでいてもよい。
【０００９】
　前記接触状態検出部は照度測定部を備え、
　前記制御部は、前記照度測定部が測定した照度に関する情報の出力に基づいて前記接触
状態を判断してもよい。
【００１０】
　前記照度測定部は、当該測定装置において前記生体センサの周囲に複数配置され、
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のそれぞれが測定した照度に関する情報の出力に
基づいて前記接触状態を判断してもよい。
【００１１】
　前記複数の照度測定部は、前記生体センサを中心とした同一円周上に配置されていても
よい。
【００１２】
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のそれぞれが測定した照度が所定の照度閾値以上
である場合、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力を強くすべき旨を前記報知部から
報知させてもよい。
【００１３】
　前記制御部は、前記複数の照度測定部のいずれかが測定した照度が所定の照度閾値未満
である場合、前記複数の照度測定部のうち、最も高い照度を測定する照度測定部を特定し
、当該特定した照度測定部の方向へ被検部位を移動すべき旨を前記報知部から報知させて
もよい。
【００１４】
　前記接触状態検出部は、前記生体センサの周囲に配置された複数の歪センサを備え、
　前記制御部は、前記複数の歪センサのそれぞれが検出した前記接触部の歪みに関する情
報の出力に基づいて前記接触状態を判断してもよい。
【００１５】
　前記制御部は、前記複数の歪センサのそれぞれが検出した歪み量が所定の歪み量閾値未
満である場合、前記被検部位が前記接触部に接触する圧力を強くすべき旨を前記報知部か
ら報知させてもよい。
【００１６】
　前記制御部は、前記複数の歪センサのいずれかが検出した歪み量が所定の歪み量閾値以
上である場合、前記複数の歪センサのうち、最も小さい歪み量を検出する歪センサを特定
し、当該特定した歪センサの方向へ被検部位を移動すべき旨を前記報知部から報知させて
もよい。
【００１７】
　前記接触状態検出部はタッチパネルを備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルが検出した前記被検部位の接触位置に関する情報の出
力に基づいて前記接触状態を判断してもよい。
【００１８】
　前記生体情報は、血流に関する情報を含んでいてもよい。
【００１９】
　また、本発明は上述した測定装置に実質的に相当する方法としても実現し得るものであ
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り、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。
【００２０】
　例えば、本発明に係る測定方法は、
　被検部位を接触部に接触させて生体情報を測定するにあたり、
　接触状態検出部により、前記接触部における前記被検部位の接触状態を検出するステッ
プと、
　制御部により、前記接触状態検出部からの出力に基づいて、前記接触部における前記被
検部位の前記接触状態を判断し、前記接触状態に関する情報を報知部から報知させるステ
ップと、
　生体センサにより、前記被検部位から生体情報を取得するステップと、
　前記制御部により、前記生体センサの出力に基づいて前記生体情報を測定するステップ
とを含む。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る測定装置及び測定方法によれば、生体情報の測定精度を向上可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る測定装置の概略構成を示す機能ブロック図である
。
【図２】第１実施の形態に係る測定装置の使用状態の一例を示す図である。
【図３】第１実施の形態に係る測定装置における照度測定部、生体センサ及び接触部の位
置関係を示す模式的な拡大斜視図である。
【図４】第１実施の形態に係る制御部が行う接触位置調整処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】制御部が行う生体情報の測定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】第２実施の形態に係る測定装置における照度測定部、生体センサ及び接触部の位
置関係を示す模式的な拡大斜視図である。
【図７】接触部における被検部位の接触状態の例を模式的に示す図である。
【図８】第２実施の形態に係る制御部が行う、被検部位の接触位置調整処理の一例を示す
フローチャートである。
【図９】第３実施の形態に係る測定装置における歪センサ、生体センサ及び接触部の位置
関係を示す模式的な拡大斜視図である。
【図１０】接触部における被検部位の接触状態の例を模式的に示す図である。
【図１１】第３実施の形態に係る制御部が行う、被検部位の接触位置調整処理の一例を示
すフローチャートである。
【図１２】第４実施の形態に係る測定装置におけるタッチパネル及び生体センサの位置関
係を示す模式的な拡大斜視図である。
【図１３】第４実施の形態に係る制御部が行う、被検部位の接触位置調整処理の一例を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
（第１実施の形態）
　図１は、本発明の第１実施の形態に係る測定装置の概略構成を示す機能ブロック図であ
る。測定装置１０は、接触状態検出部１１と、報知部１２と、生体センサ１３と、接触部
１４と、制御部１５と、記憶部１６とを備える。第１実施の形態において、接触状態検出
部１１は、１つの照度測定部により構成される。
【００２５】
　測定装置１０は、例えば、携帯電話機等の電子機器であってもよく、生体情報を測定す
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るための専用の装置であってもよい。電子機器は、携帯電話機の他、例えば、携帯型ミュ
ージックプレイヤ、ノートパソコン、腕時計、タブレット端末、ゲーム機等の多岐にわた
るデバイスであってもよい。本明細書においては、以下、測定装置１０は、携帯電話機で
あるとして説明する。
【００２６】
　測定装置１０は、接触部１４に接触する被検部位における生体情報を測定する。図２は
、測定装置１０の使用状態の一例を示す図である。図２（ａ）に示すように、測定装置１
０は、携帯電話機の本体２０の背面側に接触部１４を備える。被検者は、図２（ｂ）に示
すように、被検部位である手の指を接触部１４に押し当てた状態で、測定装置１０により
生体情報を測定する。
【００２７】
　測定装置１０が測定する生体情報は、生体センサ１３を使用して測定可能な任意の生体
情報とすることができる。本実施の形態においては、測定装置１０は、一例として、血流
に関する情報である被検者の血流量を測定するものとして、以下説明を行う。
【００２８】
　図３は、測定装置１０における照度測定部１１１、生体センサ１３及び接触部１４の位
置関係を示す模式的な拡大斜視図である。本実施形態においては、本体２０の背面に透明
な円盤状の接触部１４が配置されている。接触部１４から本体２０の内部方向には、生体
センサ１３及び照度測定部１１１が、背面に対して垂直方向に離間して配置されている。
生体センサ１３は、例えば、接触部１４と照度測定部１１１との間に設けられた透明な円
盤状の基台１７上に配置される。照度測定部１１１は、接触部１４から入射する外光の照
度を測定する。生体センサ１３は、接触部１４に接触する被検部位に測定光を射出し、被
検部位における散乱光を受光する。測定装置１０は、生体センサ１３から取得した出力（
生体測定出力）に基づき、生体情報を測定する。
【００２９】
　図１において、接触状態検出部１１を構成する照度測定部１１１は、接触部１４から入
射する外光の照度を測定する。照度測定部１１１は、例えばデジタルビデオカメラにより
構成される。照度測定部１１１は、例えば、フォトトランジスタ又はフォトダイオード等
を使用した照度センサにより構成されてもよい。第１実施の形態では、照度測定部１１１
は、デジタルビデオカメラであるとして説明する。照度測定部１１１が測定した照度に関
する情報は、制御部１５に送信され、制御部１５において、被検部位の接触部１４への接
触状態を判断するために使用される。
【００３０】
　報知部１２は、制御部１５の制御に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態
に関する情報を報知する。接触状態に関する情報は、例えば、被検部位と接触部１４との
位置関係に関する情報を含む。血流量の測定精度は、生体センサ１３と被検部位との位置
関係により変化する場合がある。従って、被検者は、血流量の測定結果の誤差が所定の誤
差の範囲内に収まるように、生体センサ１３に対して被検部位を好適な位置に配置させる
ことが好ましい。報知部１２は、生体センサ１３と接触部１４との位置関係に基づいて、
被検者が、接触部１４上で、生体センサ１３に対して被検部位を好適な位置に配置できる
ように、報知を行う。
【００３１】
　報知部１２は、例えば、画像、文字若しくは発光等による視覚的な方法、音声等の聴覚
的な方法、又はそれらの組み合わせにより報知を行うことができる。報知部１２は、視覚
的な方法で報知を行う場合、例えば、表示デバイスとして、画像又は文字を表示すること
により報知を行う。報知部１２は、例えば、ＬＥＤ等の発光素子を発光させることにより
報知を行ってもよい。報知部１２は、聴覚的な方法で報知を行う場合、例えば、スピーカ
等の音発生デバイスとして、アラーム音や音声ガイド等を出力することにより報知を行う
。報知部１２が行う報知は、視覚的又は聴覚的な方法に限られず、被検者が認識可能な任
意の方法であってもよい。制御部１５による報知部１２の具体的な制御は後述する。
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【００３２】
　生体センサ１３は、被検部位から生体情報を取得する。本実施の形態のように、測定装
置１０が血流量を測定する場合、生体センサ１３は、射出部２１と受光部２２とを有する
。
【００３３】
　射出部２１は、制御部１５の制御に基づいてレーザ光を射出する。射出部２１は、例え
ば、血液中に含まれる所定の成分を検出可能な波長のレーザ光を、測定光として被検部位
に射出するもので、例えばＬＤ（レーザダイオード：Laser Diode）により構成される。
【００３４】
　受光部２２は、生体情報として、被検部位からの測定光の散乱光を受光する。受光部２
２は、例えば、ＰＤ（フォトダイオード：Photo Diode）により構成される。生体センサ
１３は、受光部２２において受光した散乱光の光電変換信号（生体測定出力）を制御部１
５に送信する。
【００３５】
　接触部１４は、被検者が生体情報を測定するために、指等の被検部位を接触させる部分
である。接触部１４は、例えば、板状の部材により構成される。接触部１４は、少なくと
も射出部２１からの測定光及び接触する被検部位からの散乱光に対して透明な部材により
構成される。
【００３６】
　制御部１５は、測定装置１０の各機能ブロックをはじめとして、測定装置１０の全体を
制御及び管理するプロセッサである。制御部１５は、制御手順を規定したプログラムを実
行するＣＰＵ（Central Processing Unit）等のプロセッサで構成され、かかるプログラ
ムは、例えば記憶部１６又は外部の記憶媒体等に格納される。
【００３７】
　制御部１５は、接触状態検出部１１からの出力に基づいて、接触部１４における被検部
位の接触状態を判断する。本実施の形態では、制御部１５は、照度測定部１１１が測定し
た照度に関する情報に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する。照
度測定部１１１、生体センサ１３及び接触部１４が図３に示した位置関係にある場合、被
検部位は、接触部１４の中央部で接触部１４に接触している場合に、生体センサ１３に対
して正面に位置することになり、血流量の測定精度が高いと考えられる。被検部位が接触
部１４に接触している箇所が中央部から離れるほど、血流量の測定精度が低くなると考え
られる。また、被検部位が接触部１４に接触している箇所が中央部から離れるほど、被検
部位が接触部１４の周縁部に近くなり、被検部位が接触部１４を覆う面積が小さくなるた
め、接触部１４から照度測定部１１１に入射する外光の照度は高くなる。このことから、
制御部１５は、照度測定部１１１が測定した照度が第１の照度閾値未満である場合、すな
わち、被検部位が接触部１４における所定の範囲よりも中央部に近い位置にある場合に、
被検部位が、血流量の測定に好適な位置にあると判断する。反対に、制御部１５は、照度
測定部１１１が測定した照度が第１の照度閾値以上である場合、被検部位が、好適な位置
にないと判断する。
【００３８】
　制御部１５は、判断した接触状態に関する情報を報知部１２から報知する。例えば、制
御部１５は、被検部位が好適な位置にあると判断すると、被検部位が好適な位置にある旨
を、報知部１２から報知してもよい。この場合、制御部１５は、報知部１２から血流量の
測定を開始する旨を報知してもよい。
【００３９】
　一方、制御部１５は、被検部位が好適な位置にないと判断すると、被検部位が好適な位
置にない旨を、報知部１２から報知する。制御部１５は、被検部位を接触部１４の中央部
に移動させるように被検者に指示する報知を、報知部１２から行ってもよい。報知を認識
した被検者は、接触部１４に対する被検部位の位置を移動させ、被検部位を好適な位置に
配置するように調整できる。
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【００４０】
　制御部１５は、接触状態が生体情報の測定に適していると判断すると、生体センサ１３
を起動する。上述の例では、制御部１５は、被検部位が好適な位置にあると判断すると、
生体センサ１３を起動する。起動された生体センサ１３は、生体情報の取得を行う。
【００４１】
　制御部１５は、生体センサ１３からの生体測定出力に基づいて生体情報を測定する。具
体的には、制御部１５は、受光部２２のからの出力に基づいて、生体情報を生成する。
【００４２】
　ここで、制御部１５による、ドップラーシフトを利用した血流量測定技術について説明
する。制御部１５は、血流量を測定する際に、生体の組織内（被検部位）に射出部２１か
らレーザ光を射出し、受光部２２により生体の組織内から散乱された散乱光を受光する。
そして、制御部１５は、受光された散乱光に関する出力に基づいて血流量を算出する。
【００４３】
　生体の組織内において、動いている血球から散乱された散乱光は、血液中の血球の移動
速度に比例したドップラー効果による周波数シフト（ドップラーシフト）を受ける。制御
部１５は、静止した組織からの散乱光と、動いている血球からの散乱光との光の干渉によ
って生じるうなり信号（ビート信号ともいう）を検出する。このうなり信号は、強度を時
間の関数として表したものである。そして、制御部１５は、このうなり信号を、パワーを
周波数の関数として表したパワースペクトルにする。このうなり信号のパワースペクトル
では、ドップラーシフト周波数は血球の速度に比例し、パワーは血球の量に対応する。そ
して、制御部１５は、うなり信号のパワースペクトルに周波数をかけて積分することによ
り血流量を求める。
【００４４】
　また、制御部１５は、生体センサ１３による生体情報の取得が終了したか否かを判定す
る。制御部１５は、例えば、生体センサ１３が生体情報の取得を開始してから、所定時間
経過後に、生体情報の取得が終了したと判断してもよい。また、制御部１５は、例えば、
生体センサ１３が、生体情報を測定するために十分な生体情報を取得したとき、生体情報
の取得が終了したと判断してもよい。
【００４５】
　制御部１５は、生体情報の取得が終了したと判断すると、射出部２１からのレーザ光の
射出を停止する。
【００４６】
　制御部１５は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、又は無機ＥＬディ
スプレイ等の周知のディスプレイにより構成される、測定装置１０が備える表示デバイス
等に、測定した生体情報を表示してもよい。
【００４７】
　記憶部１６は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成することができ、各種情報や測定
装置１０を動作させるためのプログラム等を記憶するとともに、ワークメモリとしても機
能する。記憶部１６は、例えば、制御部１５が被検部位の位置を判断する基準となる第１
の照度閾値を記憶する。
【００４８】
　次に、第１実施の形態における制御部１５が行う処理の一例について、図４及び図５に
示すフローチャートを参照して説明する。図４は、制御部１５が行う、被検部位の接触位
置を調整させる処理（接触位置調整処理）の一例を示すフローチャートである。図５は、
制御部１５が行う生体情報の測定処理の一例を示すフローチャートである。制御部１５は
、例えば、被検者が測定装置１０を操作することにより、測定装置１０が生体情報を測定
可能な状態となった場合に、図４のフローを開始する。
【００４９】
　制御部１５は、照度測定部１１１が測定した照度に関する情報を取得する（ステップＳ
１０１）。
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【００５０】
　制御部１５は、記憶部１６を参照して、測定された照度が、第１の照度閾値未満である
か否かを判断する（ステップＳ１０２）。
【００５１】
　制御部１５は、測定された照度が第１の照度閾値以上であると判断した場合（ステップ
Ｓ１０２のＮｏ）、被検部位が接触部１４において好適な位置にないと判断して、報知部
１２から、被検部位を接触部１４の中央部に移動させるように被検者に指示する報知を行
う（ステップＳ１０３）。報知を認識した被検者は、接触部１４に対する被検部位の位置
を移動させ、被検部位を好適な位置に配置するように調整する。そして、このフローはス
テップＳ１０１に移行する。
【００５２】
　制御部１５は、測定された照度が第１の照度閾値未満であると判断した場合（ステップ
Ｓ１０２のＹｅｓ）、被検部位が接触部１４において好適な位置にあると判断する。
【００５３】
　制御部１５は、被検部位が接触部１４において好適な位置にある旨の報知を、報知部１
２から行い（ステップＳ１０４）、このフローを終了する。
【００５４】
　図４のフローにより被検部位の接触位置調整がされると、制御部１５は、図５に示す測
定処理のフローを開始して、生体情報の測定を行う。
【００５５】
　制御部１５は、射出部２１からレーザ光を射出する（ステップＳ２０１）。レーザ光の
射出により、生体センサ１３による生体情報の取得が開始される。
【００５６】
　制御部１５は、生体センサ１３による生体情報の取得が終了したか否かを判断する（ス
テップＳ２０２）。
【００５７】
　制御部１５は、生体情報の取得が終了していないと判断した場合（ステップＳ２０２の
Ｎｏ）、生体情報の取得が終了したと判断するまで、ステップＳ２０２を繰り返す。
【００５８】
　制御部１５は、生体情報の取得が終了したと判断した場合（ステップＳ２０２のＹｅｓ
）、射出部２１からのレーザ光の射出を停止する（ステップＳ２０３）。
【００５９】
　次に、制御部１５は、生体センサ１３が取得した生体情報に関する出力、すなわち生体
測定出力を生体センサ１３から取得する（ステップＳ２０４）。
【００６０】
　制御部１５は、生体センサ１３から取得した生体測定出力に基づいて、生体情報を測定
する（ステップＳ２０５）。
【００６１】
　制御部１５は、測定した生体情報の測定結果を表示デバイスにより表示する（ステップ
Ｓ２０６）。被検者は、表示された測定結果を確認することにより、血流量を知ることが
できる。
【００６２】
　このように、第１実施の形態に係る測定装置１０では、制御部１５は、照度測定部１１
１が測定した照度に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する。制御
部１５は、被検部位が接触部１４において、生体情報の測定のために好適な位置にないと
判断すると、被検者に接触状態に関する情報を報知する。そのため、被検者は、報知に従
って被検部位の位置を調整できるため、被検部位の接触状態を、生体情報の測定のために
好適な位置に調整しやすくなる。このようにして、測定装置１０は、生体情報の測定精度
を向上できる。
【００６３】
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　また、制御部１５は、被検部位が好適な位置に配置された場合に、射出部２１からレー
ザ光を射出させ、生体情報の取得が終了すると、レーザ光の射出を停止させる。これによ
り、制御部１５は、測定装置１０の不要な電力消費を抑えることができる。
【００６４】
（第２実施の形態）
　図６は、本発明の第２実施の形態に係る測定装置１０における接触状態検出部１１、生
体センサ１３及び接触部１４の位置関係を示す模式的な拡大斜視図である。第２実施の形
態において、接触状態検出部１１は、例えば照度センサにより構成される複数の照度測定
部１１１を複数備える。複数の照度測定部１１１は、生体センサ１３の周囲に配置される
。以下、第１実施の形態と同じ点については説明を省略し、異なる点について説明を行う
。
【００６５】
　第２実施の形態では、第１実施の形態と同様に、携帯電話機の本体２０の背面に透明な
円盤状の接触部１４が配置されている。第２実施の形態では、接触部１４の中央部に対向
する位置に生体センサ１３が配置されている。また、接触部１４の周縁部には、４つの照
度測定部１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ及び１１１ｄが等間隔で配置されている。４つの
照度測定部１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ及び１１１ｄを区別しない場合には、以下、照
度測定部１１１と表記する。図６に示す照度測定部１１１の数量及び配置は、一例であり
、測定装置１０が備える照度測定部１１１の数量は、任意の数量であってよい。また、照
度測定部１１１は、被検部位が接触部１４において接触する位置が、生体センサ１３との
位置関係で、生体情報の測定に適しているか否かを判断できる位置であれば、任意の位置
に配置されていてよい。生体情報の測定に適しているか否かを判断できる位置は、例えば
、生体センサ１３の周囲近傍である。例えば、照度測定部１１１の個数や配置は、上述の
ように４つの照度測定部１１１が等間隔で配置されている場合に限定されるものではなく
、個数や配置は適宜変更してもよい。例えば、被検者が被検部位である指を接触部１４に
接触させた際に指の付け根が位置する側に照度測定部１１１を多く配置して、制御部１５
は、被検者が被検部位を接触部１４に適切に接触させるように各機能部を制御してもよい
。
【００６６】
　第２実施の形態において、報知部１２は、接触状態に関する情報として、被検部位と接
触部１４との位置関係に関する情報に加え、例えば、被検部位が接触部１４に接触する圧
力に関する情報を報知する。被検部位が接触部１４に接触する圧力は、例えば、圧力と血
流量の測定誤差との統計的な関係に基づいて、血流量の測定結果の誤差が、所定の誤差の
範囲内に収まる好適な圧力範囲内に含まれることが好ましい。報知部１２は、被検者が、
接触部１４への被検部位の圧力を好適な圧力範囲内に調整できるように、報知を行う。
【００６７】
　第２実施の形態において、制御部１５は、複数の照度測定部１１１のそれぞれが測定し
た照度に関する情報に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する。例
えば、制御部１５は、複数の照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第２の
照度閾値未満である場合、被検部位が血流量の測定に好適な状態であると判断する。なぜ
なら、４つの照度測定部１１１が測定した照度が、全て第２の照度閾値未満である場合に
は、４つの照度測定部１１１の中央部に位置する生体センサ１３を、被検部位が覆ってお
り、生体センサ１３と被検部位との位置関係が、血流量の測定に適していると判断できる
ためである。制御部１５は、被検部位が血流量の測定に好適な状態であると判断した場合
、被検部位が好適な位置にある旨を、報知部１２から報知してもよい。この場合、制御部
１５は、報知部１２から血流量の測定を開始する旨を報知してもよい。
【００６８】
　制御部１５は、複数の照度測定部１１１の少なくとも１つが測定した照度が、第２の照
度閾値以上である場合、被検部位が血流量の測定に好適な状態でないと判断する。この場
合、制御部１５は、複数の照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、第３の照度閾
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値以上であるか否かを判断することにより、被検部位の接触状態を、より詳細に判断でき
る。例えば、被検部位が接触部１４に接触する接触圧力は、血流量の測定に適した適正圧
力の範囲が存在する場合がある。測定装置１０は、接触部１４における接触圧力が、例え
ば弱すぎる場合に、ノイズの影響を受けることにより、正確な生体情報を測定できない場
合等がある。制御部１５は、照度測定部１１１の出力に基づいて、接触圧力に関する状態
を判断できる。また、制御部１５は、照度測定部１１１の出力に基づいて、例えば、被検
部位をどの方向に移動させることが好ましいかを判断できる。以下、制御部１５が行う詳
細な判断について説明する。なお、第３の照度閾値は、第２の照度閾値以上の適当な値と
することができる。
【００６９】
　制御部１５は、例えば、複数の照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第
３の照度閾値以上である場合、被検部位が４つの照度測定部１１１の中央部に位置してい
るが、被検部位が接触部１４に接触する接触圧力が弱いと判断できる。複数の照度測定部
１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第３の照度閾値以上である場合には、全ての照
度測定部１１１が十分に被検部位により覆われていないためである。この場合、制御部１
５は、被検部位を、より強く接触部１４に接触すべき旨を、報知部１２から報知する。報
知を確認した被検者が、接触圧力を強め、照度測定部１１１で測定される照度が第３の照
度閾値よりも低くなった場合、制御部１５は、接触圧力が生体情報を測定するために十分
強いと判断する。
【００７０】
　制御部１５は、例えば、複数の照度測定部１１１の少なくとも１つが測定した照度が第
３の照度閾値未満である場合、第３の照度閾値未満の照度を測定した照度測定部１１１が
被検部位に覆われているために、第３の照度閾値未満の照度を測定したと判断する。この
場合、制御部１５は、４つの照度測定部１１１のうち、最も高い照度を測定する照度測定
部１１１を特定する。
【００７１】
　図７は、接触部１４における被検部位の接触状態の例を模式的に示す図である。図７は
、被検部位の接触状態を本体２０の背面側から見た図であり、照度測定部１１１、生体セ
ンサ１３、接触部１４及び被検部位のみを示している。例えば、図７（ａ）に示す状態で
は、４つの照度測定部１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ及び１１１ｄのうち、照度測定部１
１１ｃは、被検部位により覆われているため、最も低い照度を測定する。照度測定部１１
１ｂ及び１１１ｄは、一部被検部位に覆われているため、接触部１４のうち被検部位に覆
われていない部分から入射する外光に応じた照度を測定する。照度測定部１１１ａは、被
検部位に覆われておらず、最も高い照度を測定する。このように、最も高い照度を測定す
る照度測定部１１１ａは、被検部位により覆われていないか、被検部位の位置によっては
、４つの照度測定部１１１のうち最も被検部位で覆われている面積が小さいと考えられる
。そのため、制御部１５は、接触部１４において、生体センサ１３を挟んで、特定した照
度測定部１１１ａの反対方向、つまり照度測定部１１１ｃの方向に、被検部位が偏って接
触していると判断する。この場合、制御部１５は、生体センサ１３を挟んで、特定した照
度測定部１１１ａの方向に被検部位を移動すべき旨を報知部１２から報知する。報知を確
認した被検者が、被検部位の位置を調整することにより、例えば図７（ｂ）に示す状態と
なった場合、照度測定部１１１のそれぞれで測定される照度の差異が小さくなり、制御部
１５は、被検部位が接触部１４の中央部に移動するように調整されたと判断できる。
【００７２】
　制御部１５は、複数の照度測定部１１１の少なくとも１つが測定した照度が第３の照度
閾値未満である場合、例えば、所定のアルゴリズムを用いて、照度測定部１１１のそれぞ
れが測定した照度に基づく重みづけを行うことにより、適切な接触状態にするために被検
部位を移動させる方向と移動させる距離とを算出してもよい。例えば、図７（ａ）の例で
は、制御部１５は、４つの照度測定部１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ及び１１１ｄがそれ
ぞれ測定した照度に基づき、重みづけを行い、図７（ｂ）に示す接触状態にするために被
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検部位を移動させる方向と移動させる距離とを算出する。制御部１５は、算出した結果を
、報知部１２から報知する。報知を確認した被検者が、被検部位の位置を調整することに
よって、照度測定部１１１のそれぞれで測定される照度の差異が小さくなった場合、制御
部１５は、被検部位が接触部１４の中央部に移動するように調整されたと判断できる。
【００７３】
　次に、第２実施の形態において、制御部１５が行う、接触位置調整処理について、図８
に示すフローチャートを参照して説明する。制御部１５は、例えば、被検者が測定装置１
０を操作することにより、測定装置１０が生体情報を測定可能な状態となった場合に、図
８のフローを開始する。
【００７４】
　制御部１５は、４つの照度測定部１１１が測定した照度に関する情報を取得する（ステ
ップＳ３０１）。
【００７５】
　制御部１５は、４つの照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第２の照度
閾値未満であるか否かを判断する（ステップＳ３０２）。
【００７６】
　制御部１５は、少なくともいずれかの照度が第２の照度閾値以上であると判断すると（
ステップＳ３０２のＮｏ）、次に、４つの照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が
、全て第３の照度閾値以上であるか否かを判断する（ステップＳ３０３）。
【００７７】
　制御部１５は、４つの照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第３の照度
閾値以上であると判断すると（ステップＳ３０３のＹｅｓ）、接触部１４における被検部
位の接触圧力が弱いと判断して、接触圧力を強くすべき旨を報知部１２から報知する（ス
テップＳ３０４）。そして、フローはステップＳ３０１に移行する。
【００７８】
　制御部１５は、少なくともいずれかの照度が第３の照度閾値未満であると判断すると（
ステップＳ３０３のＮｏ）、被検部位が接触部１４の中央部で接触していないと判断し、
４つの照度測定部１１１のうち、最も高い照度を測定する照度測定部１１１を特定する（
ステップＳ３０５）。
【００７９】
　制御部１５は、最も高い照度を測定すると特定した照度測定部１１１の方向に被検部位
を移動すべき旨を、報知部１２から報知する（ステップＳ３０６）。そして、フローはス
テップＳ３０１に移行する。
【００８０】
　制御部１５は、ステップＳ３０２において、４つの照度測定部１１１のそれぞれが測定
した照度が、全て第２の照度閾値未満であると判断すると（ステップＳ３０２のＹｅｓ）
、被検部位の接触状態が好適である旨を、報知部１２から報知し（ステップＳ３０７）こ
のフローを終了する。
【００８１】
　図８のフローにより被検部位の接触位置調整がされると、制御部１５は、図５に示した
測定処理のフローを開始して、生体情報の測定を行う。
【００８２】
　このように、第２実施の形態に係る測定装置１０では、制御部１５は、複数の照度測定
部１１１が測定した照度に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する
。制御部１５は、接触状態が好適でないと判断した場合に、複数の照度測定部１１１が測
定した照度に基づいて、接触圧力が弱いか又は被検部位の位置が適切でないか等を判断し
、判断した結果を報知する。さらに、制御部１５は、被検部位の位置が適切でないと判断
した場合には、被検部位をいずれの方向に移動させるべきかを報知できる。そのため、被
検者は、報知に従って被検部位の位置を調整できるため、被検部位の接触状態を、生体情
報の測定のために好適な位置に調整しやすくなる。このようにして、測定装置１０は、生
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体情報の測定精度を向上できる。
【００８３】
（第３実施の形態）
　図９は、本発明の第３実施の形態に係る測定装置１０における接触状態検出部１１、生
体センサ１３及び接触部１４の位置関係を示す模式的な拡大斜視図である。第３実施の形
態において、接触状態検出部１１は、例えば複数の歪センサを備える。複数の歪センサは
、生体センサ１３の周囲に配置される。
【００８４】
　第３実施の形態では、携帯電話機の本体２０の背面に透明な円盤状の接触部１４が配置
されている。本実施の形態において、接触部１４は、可撓性を有する部材により構成され
る。接触部１４の周縁部には、４つの歪センサ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ及び１１２
ｄが等間隔で配置されている。４つの歪センサ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ及び１１２
ｄを区別しない場合には、以下、歪センサ１１２と表記する。本実施の形態における測定
装置１０は、本体２０の内部において生体センサ１３を支持する支持板１８を備える。支
持板１８は、少なくとも射出部２１からの測定光及び接触する被検部位からの散乱光に対
して透明な部材により構成される。支持板１８の中央部に対向する位置には、生体センサ
１３が配置されている。
【００８５】
　各歪センサ１１２は、被検者が被検部位を接触部１４に接触させた場合に、接触部１４
にかかる押圧により生じる接触部１４の歪みを検出する。各歪センサ１１２は、例えば、
押圧により生じる歪みに関する情報を電圧として検出する圧電素子により構成される。圧
電素子は、例えばユニモルフ、バイモルフまたは積層型圧電素子であってよい。また、歪
センサ１１２は、圧電素子に限られず、例えば、半導体式歪センサ又は抵抗体式歪センサ
等、接触部１４の歪みを検出可能な任意の歪センサを使用できる。
【００８６】
　図９に示す歪センサ１１２の数量及び配置は、一例であり、測定装置１０が備える歪セ
ンサ１１２の数量は、任意の数量であってよい。また、歪センサ１１２は、被検部位が接
触部１４において接触する位置が、生体センサ１３との位置関係で、生体情報の測定に適
しているか否かを判断できる位置であれば、任意の位置に配置されていてよい。生体情報
の測定に適しているか否かを判断できる位置は、例えば、生体センサ１３の周囲近傍であ
る。例えば、歪センサ１１２の個数や配置は、上述のように４つの歪センサ１１２が等間
隔で配置されている場合に限定されるものではなく、個数や配置は適宜変更してもよい。
例えば、被検者が被検部位である指を接触部１４に接触させた際に指の付け根が位置する
側に歪センサ１１２を多く配置して、制御部１５は、被検者が指等の被検部位を接触部１
４に適切に接触させるように各機能部を制御してもよい。
【００８７】
　本実施の形態において、報知部１２は、接触状態に関する情報として、被検部位と接触
部１４との位置関係に関する情報と、被検部位が接触部１４に接触する圧力に関する情報
とを報知する。被検部位が接触部１４に接触する圧力は、例えば、圧力と血流量の測定誤
差との統計的な関係に基づいて、血流量の測定結果の誤差が、所定の誤差の範囲内に収ま
る好適な圧力範囲内に含まれることが好ましい。報知部１２は、被検者が、接触部１４へ
の被検部位の圧力を好適な圧力範囲内に調整できるように、報知を行う。
【００８８】
　本実施の形態において、制御部１５は、複数の歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪
みに関する情報に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する。例えば
、制御部１５は、複数の歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第１の歪み
量閾値以上である場合、被検部位が血流量の測定に好適な状態であると判断する。なぜな
ら、４つの歪センサ１１２が検出した歪み量が、全て第１の歪み量閾値以上である場合に
は、４つの歪センサ１１２の中央部に位置する生体センサ１３を、被検部位が覆っており
、生体センサ１３と被検部位との位置関係が、血流量の測定に適していると判断できるた
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めである。制御部１５は、被検部位が血流量の測定に好適な状態であると判断した場合、
被検部位が好適な位置にある旨を、報知部１２から報知してもよい。この場合、制御部１
５は、報知部１２から血流量の測定を開始する旨を報知してもよい。
【００８９】
　制御部１５は、複数の歪センサ１１２の少なくとも１つが検出した歪み量が、第１の歪
み量閾値未満である場合、被検部位が血流量の測定に好適な状態でないと判断する。この
場合、制御部１５は、複数の歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、第２の歪み
量閾値未満であるか否かを判断することにより、被検部位の接触状態を、より詳細に判断
できる。例えば、被検部位が接触部１４に接触する接触圧力は、血流量の測定に適した適
正圧力の範囲が存在する場合がある。測定装置１０は、接触部１４における接触圧力が、
例えば弱すぎる場合に、ノイズの影響を受けることにより、正確な生体情報を測定できな
い場合等がある。制御部１５は、歪センサ１１２の出力に基づいて、接触圧力に関する状
態を判断できる。また、制御部１５は、歪センサ１１２の出力に基づいて、例えば、被検
部位をどの方向に移動させることが好ましいかを判断できる。以下、制御部１５が行う詳
細な判断について説明する。なお、第２の歪み量閾値は、第１の歪み量閾値以下の適当な
値とすることができる。
【００９０】
　制御部１５は、例えば、複数の歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第
２の歪み量閾値未満である場合、被検部位が４つの歪センサ１１２の中央部に位置してい
るが、被検部位が接触部１４に接触する接触圧力が弱いと判断できる。複数の歪センサ１
１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第２の歪み量閾値未満である場合には、全ての
歪センサ１１２が十分に被検部位により押圧されていないためである。この場合、制御部
１５は、被検部位を、より強く接触部１４に接触すべき旨を、報知部１２から報知する。
報知を確認した被検者が、接触圧力を強め、歪センサ１１２で検出される歪み量が第２の
歪み量閾値以上となった場合、制御部１５は、接触圧力が生体情報を測定するために十分
強いと判断する。
【００９１】
　制御部１５は、例えば、複数の歪センサ１１２の少なくとも１つが検出した歪み量が第
２の歪み量閾値以上である場合、第２の歪み量閾値以上の歪み量を検出した歪センサ１１
２が被検部位により押圧されているために、第２の歪み量閾値以上の歪み量を検出したと
判断する。この場合、制御部１５は、４つの歪センサ１１２のうち、最も低い歪み量を検
出する歪センサ１１２を特定する。
【００９２】
　図１０は、接触部１４における被検部位の接触状態の例を模式的に示す図である。図１
０は、被検部位の接触状態を本体２０の背面側から見た図であり、歪センサ１１２、生体
センサ１３、接触部１４及び被検部位のみを示している。例えば、図１０（ａ）に示す状
態では、４つの歪センサ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ及び１１２ｄのうち、歪センサ１
１２ｃは、被検部位により押圧されているため、最も大きい歪み量を検出する。歪センサ
１１２ｂ及び１１２ｄは、被検部位の押圧による歪み量を検出するが、被検部位から歪セ
ンサ１１２ｂ及び１１２ｄにかかる押圧力は、歪センサ１１２ｃにかかる押圧力よりも小
さいため、歪センサ１１２ｂ及び１１２ｄにより検出される歪み量は、歪センサ１１２ｃ
により検出される歪み量よりも小さくなる。歪センサ１１２ａは、被検部位により押圧さ
れていないため、ひずみを検出しない。このように、最も小さい歪み量を検出する歪セン
サ１１２ａは、被検部位により押圧されていないか、４つの歪センサ１１２のうち最も押
圧力がかかっていない。そのため、制御部１５は、接触部１４において、生体センサ１３
を挟んで、特定した歪センサ１１２ａの反対方向、つまり歪センサ１１２ｃの方向に、被
検部位が偏って接触していると判断する。この場合、制御部１５は、生体センサ１３を挟
んで、特定した歪センサ１１２ａの方向に被検部位を移動すべき旨を報知部１２から報知
する。報知を確認した被検者が、被検部位の位置を調整することにより、例えば図１０（
ｂ）に示す状態となった場合、歪センサ１１２のそれぞれで検出される歪み量の差異が小
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さくなり、制御部１５は、被検部位が接触部１４の中央部に移動するように調整されたと
判断できる。
【００９３】
　制御部１５は、複数の歪センサ１１２の少なくとも１つが検出した歪み量が第２の歪み
量閾値以上である場合、例えば、所定のアルゴリズムを用いて、歪センサ１１２のそれぞ
れが検出した歪み量に基づく重みづけを行うことにより、適切な接触状態にするために被
検部位を移動させる方向と移動させる距離とを算出してもよい。例えば、図１０（ａ）の
例では、制御部１５は、４つの歪センサ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ及び１１２ｄがそ
れぞれ検出した歪み量に基づき、重みづけを行い、図１０（ｂ）に示す接触状態にするた
めに被検部位を移動させる方向と移動させる距離とを算出する。制御部１５は、算出した
結果を、報知部１２から報知する。報知を確認した被検者が、被検部位の位置を調整する
ことによって、歪センサ１１２のそれぞれで検出される歪み量の差異が小さくなった場合
、制御部１５は、被検部位が接触部１４の中央部に移動するように調整されたと判断でき
る。
【００９４】
　次に、第３実施の形態において、制御部１５が行う接触位置調整処理について、図１１
に示すフローチャートを参照して説明する。制御部１５は、例えば、被検者が測定装置１
０を操作することにより、測定装置１０が生体情報を測定可能な状態となった場合に、図
１１のフローを開始する。
【００９５】
　制御部１５は、４つの歪センサ１１２が検出した歪みに関する情報を取得する（ステッ
プＳ４０１）。
【００９６】
　制御部１５は、４つの歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第１の歪み
量閾値以上であるか否かを判断する（ステップＳ４０２）。
【００９７】
　制御部１５は、少なくともいずれかの歪み量が第１の歪み量閾値未満であると判断する
と（ステップＳ４０２のＮｏ）、次に、４つの歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み
量が、全て第２の歪み量閾値未満であるか否かを判断する（ステップＳ４０３）。
【００９８】
　制御部１５は、４つの歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第２の歪み
量閾値未満であると判断すると（ステップＳ４０３のＹｅｓ）、接触部１４における被検
部位の接触圧力が弱いと判断して、接触圧力を強くすべき旨を報知部１２から報知する（
ステップＳ４０４）。そして、フローはステップＳ３０１に移行する。
【００９９】
　制御部１５は、少なくともいずれかの歪み量が第２の歪み量閾値以上であると判断する
と（ステップＳ４０３のＮｏ）、被検部位が接触部１４の中央部で接触していないと判断
し、４つの歪センサ１１２のうち、最も小さい歪み量を検出する歪センサ１１２を特定す
る（ステップＳ４０５）。
【０１００】
　制御部１５は、最も小さい歪み量を検出すると特定した歪センサ１１２の方向に被検部
位を移動すべき旨を、報知部１２から報知する（ステップＳ４０６）。そして、フローは
ステップＳ４０１に移行する。
【０１０１】
　制御部１５は、ステップＳ４０２において、４つの歪センサ１１２のそれぞれが検出し
た歪センサが、全て第１の歪み量閾値以上であると判断すると（ステップＳ４０２のＹｅ
ｓ）、被検部位の接触状態が好適である旨を、報知部１２から報知し（ステップＳ４０７
）、このフローを終了する。
【０１０２】
　図１１のフローにより被検部位の接触位置調整がされると、制御部１５は、図５に示し
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た測定処理のフローを開始して、生体情報の測定を行う。
【０１０３】
　このように、第３実施の形態に係る測定装置１０では、制御部１５は、複数の歪センサ
１１２が検出した歪み量に基づいて、接触部１４における被検部位の接触状態を判断する
。制御部１５は、接触状態が好適でないと判断した場合に、複数の歪センサ１１２が検出
した歪み量に基づいて、接触圧力が弱いか又は被検部位の位置が適切でないか等を判断し
、判断した結果を報知する。さらに、制御部１５は、被検部位の位置が適切でないと判断
した場合には、被検部位をいずれの方向に移動させるべきかを報知できる。そのため、被
検者は、報知に従って被検部位の位置を調整できるため、被検部位の接触状態を、生体情
報の測定のために好適な位置に調整しやすくなる。このようにして、測定装置１０は、生
体情報の測定精度を向上できる。
【０１０４】
（第４実施の形態）
　図１２は、本発明の第４実施の形態に係る測定装置１０における接触状態検出部１１及
び生体センサ１３の位置関係を示す模式的な拡大斜視図である。第４実施の形態において
、接触状態検出部１１は、タッチパネルとして構成される。本実施の形態において、タッ
チパネル１１３は、被検者が測定装置１０を使用して生体情報を測定する際に被検部位を
接触させる接触部１４としても機能する。
【０１０５】
　タッチパネル１１３は、被検者の被検部位による接触をタッチ面において検出する。タ
ッチパネル１１３は、接触状態に関する情報として、タッチ面に対する被検部位の接触す
る領域を接触位置として検出する。タッチパネル１１３は、検出した被検部位の接触位置
に関する情報を制御部１５に通知する。
【０１０６】
　本実施の形態では、図１２に示すように、円盤状のタッチパネル１１３が、携帯電話機
の本体２０の背面に配置されている。タッチパネル１１３は、例えば、抵抗膜方式、静電
容量方式、光学式等の公知の方式により構成できる。タッチパネル１１３は、少なくとも
射出部２１からの測定光及び接触する被検部位からの散乱光に対して透明な部材により構
成される。
【０１０７】
　本実施の形態において、制御部１５は、タッチパネル１１３が出力した被検部位の接触
位置に関する情報に基づき、被検部位の接触位置が血流量の測定に好適な位置であるか否
かを判断する。制御部１５は、例えば、被検部位が接触部１４における所定の範囲よりも
、生体センサ１３が配置された中央部に近い位置にある場合に、血流量の測定に好適な位
置にあると判断する。制御部１５は、被検部位が当該所定の範囲よりも中央部から離れた
位置にある場合に、好適な位置にないと判断する。制御部１５は、報知部１２から、被検
部位の接触位置が血流量の測定に好適な位置であるか否かに関する情報を報知する。
【０１０８】
　制御部１５は、被検部位の接触位置が血流量の測定に好適な位置でない場合には、被検
部位を好適な位置に配置するために、被検者が被検部位を移動すべき方向と移動すべき距
離とを算出する。そして、制御部１５は、算出した結果を、報知部１２から報知する。報
知を確認した被検者が被検部位の位置を調整すると、タッチパネル１１３は、被検部位の
移動を検出し、被検部位の接触位置に関する情報を制御部１５に通知する。制御部１５は
、タッチパネル１１３から取得した接触位置に関する情報に基づき、被検部位が血流量の
測定に好適な位置となったか否かを判断する。
【０１０９】
　制御部１５は、被検部位が血流量の測定に好適な位置となっていないと判断した場合、
被検部位を好適な位置に配置するために、被検者が被検部位を移動すべき方向と移動すべ
き距離とを算出し、算出結果を報知部１２から報知する。一方、制御部１５は、被検部位
が血流量の測定に好適な位置となったと判断した場合、被検部位の位置が好適である旨を
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報知部１２から報知する。
【０１１０】
　次に、第４実施の形態において、制御部１５が行う接触位置調整処理について、図１３
に示すフローチャートを参照して説明する。制御部１５は、例えば、被検者が測定装置１
０を操作することにより、測定装置１０が生体情報を測定可能な状態となった場合に、図
１３のフローを開始する。
【０１１１】
　制御部１５は、タッチパネル１１３が検出した接触位置に関する情報を取得する（ステ
ップＳ５０１）。
【０１１２】
　制御部１５は、タッチパネル１１３により検出された被検部位の接触位置が、血流量の
測定に好適な位置であるか否かを判断する（ステップＳ５０２）。
【０１１３】
　制御部１５は、被検部位の接触位置が好適な位置でないと判断すると（ステップＳ５０
２のＮｏ）、接触位置を好適な位置にするために被検部位を移動すべき方向及び距離を算
出する（ステップＳ５０３）。
【０１１４】
　そして、制御部１５は、ステップＳ５０３における算出結果を報知部１２から報知する
（ステップＳ５０４）。報知を確認した被検者は、報知内容に基づいて被検部位を移動さ
せることにより、被検部位を好適な位置に配置しやすくなる。そして、このフローは、ス
テップＳ５０１に移行する。
【０１１５】
　ステップＳ５０２において、制御部１５は、被検部位の接触位置が好適な位置であると
判断すると（ステップＳ５０２のＹｅｓ）、被検部位の接触位置が好適である旨を、報知
部１２から報知し（ステップＳ５０５）、このフローを終了する。
【０１１６】
　図１３のフローにより被検部位の接触位置調整がされると、制御部１５は、図５に示し
た測定処理のフローを開始して、生体情報の測定を行う。
【０１１７】
　このように、第４実施の形態に係る測定装置１０では、制御部１５は、タッチパネル１
１３が検出した被検部位の接触位置に基づいて、被検部位の接触状態を判断する。制御部
１５は、接触状態が好適でないと判断した場合に、被検部位を移動させるべき方向及び距
離について報知部１２から報知できる。そのため、被検者は、報知に従って被検部位の位
置を調整できるため、被検部位の接触状態を、生体情報の測定のために好適な位置に調整
しやすくなる。このようにして、測定装置１０は、生体情報の測定精度を向上できる。
【０１１８】
　本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可
能である。例えば、各構成部、各ステップ等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないよう
に再配置可能であり、複数の構成部やステップ等を１つに組み合わせたり、或いは分割し
たりすることが可能である。
【０１１９】
　例えば、第１実施の形態において、制御部１５は、照度測定部１１１で測定された照度
が第１の照度閾値未満の場合に、接触状態が好適であると判断すると説明したが、制御部
１５が行う接触状態の判断は、これに限られない。制御部１５は、例えば、第１の照度閾
値よりも高い第４の照度閾値に基づき、接触状態を判断してもよい。例えば、制御部１５
は、照度測定部１１１で測定された照度が第４の照度閾値以上の場合、接触部１４から入
射する外光が多く、接触部１４が被検部位により十分に覆われていないと判断する。この
場合、制御部１５は、接触部１４における被検部位の接触圧力が弱いと判断して、接触圧
力を強くすべき旨を報知部１２から報知する。第４の照度閾値は、例えば記憶部１６に記
憶される。
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【０１２０】
　第１実施の形態において、制御部１５は、照度測定部１１１であるカメラが撮像した画
像に基づき、被検部位の接触状態を判断してもよい。具体的には、制御部１５は、カメラ
に写りこんだ被検部位の位置に基づいて、被検部位と生体センサ１３との位置関係を判断
できる。制御部１５は、カメラに写りこんだ被検部位の面積に基づいて、被検部位の接触
圧力を判断してもよい。
【０１２１】
　第２実施の形態において、制御部１５は、さらに、第２の照度閾値よりも低い第５の照
度閾値に基づいて接触状態を判断してもよい。制御部１５は、４つの照度測定部１１１の
それぞれが測定した照度が、全て第５の照度閾値未満であるか否かを判断してもよい。制
御部１５は、４つの照度測定部１１１のそれぞれが測定した照度が、全て第５の照度閾値
未満であると判断した場合、接触圧力が強く、被検部位の毛細血管がつぶれているため、
生体情報の測定に好適な接触状態ではないと判断する。この場合、制御部１５は、接触圧
力を弱くすべき旨の報知を報知部１２から行ってもよい。第５の照度閾値は、例えば記憶
部１６に記憶される。
【０１２２】
　第３実施の形態において、制御部１５は、さらに、第１の歪み量閾値よりも大きい第３
の歪み量閾値に基づいて接触状態を判断してもよい。制御部１５は、４つの歪センサ１１
２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第３の歪み量閾値以上であるか否か判断してもよ
い。制御部１５は、４つの歪センサ１１２のそれぞれが検出した歪み量が、全て第３の歪
み量閾値以上であると判断した場合、接触圧力が強く、被検部位の毛細血管がつぶれてい
るため、生体情報の測定に好適な接触状態ではないと判断する。この場合、制御部１５は
、接触圧力を弱くすべき旨の報知を報知部１２から行ってもよい。第３の歪み量閾値は、
例えば記憶部１６に記憶される。
【０１２３】
　上記第２実施の形態において、接触部１４は円盤状であり、複数の照度測定部１１１は
接触部１４の周縁部に配置されると説明したが、接触部１４の形状及び照度測定部１１１
の配置は、これに限られない。接触部１４は、円盤状以外の他の形状であってもよい。ま
た、複数の照度測定部１１１は、生体センサ１３との位置関係で、生体情報の測定に適し
ているか否かを判断できる任意の位置に配置されていてもよい。例えば、接触部１４は矩
形であり、複数の照度測定部１１１は、生体センサ１３を中心とした同一円周上に配置さ
れていてもよい。第３実施の形態における、接触部１４の形状と、複数の歪センサ１１２
の配置についても同様である。また、第４実施の形態におけるタッチパネル１１３も、円
盤状に限られず、任意の形状とすることができる。
【０１２４】
　上記第１乃至第４実施の形態において、接触状態検出部１１が、照度測定部１１１、歪
センサ１１２又はタッチパネル１１３である場合を例に挙げて説明したが、接触状態検出
部１１の例は、これらに限られない。接触状態検出部１１は、接触部１４における被検部
位の接触状態を検出可能な任意の構成とすることができる。接触状態検出部１１は、例え
ば熱電対等の温度センサにより構成することができる。この場合、制御部１５は、複数の
温度センサが検出した温度変化に基づいて、接触状態を判断する
【０１２５】
　また、上記第１乃至第４実施の形態において、接触状態検出部１１が、照度測定部１１
１、歪センサ１１２又はタッチパネル１１３の各一種類のみである場合を例に挙げて説明
したが、接触状態検出部１１は、照度測定部１１１、歪センサ１１２又はタッチパネル１
１３を組み合わせて構成してもよい。接触状態検出部１１は、例えば、２つの照度測定部
１１１及び２つの歪センサ１１２により構成したり、一部を歪センサ１１２で構成し、他
の部分をタッチパネル１１３で構成してもよい。このように、接触状態検出部１１は、照
度測定部１１１、歪センサ１１２又はタッチパネル１１３をそれぞれ適宜の個数及び配置
で組み合わせて構成することができる。
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【０１２６】
　上記第１乃至第４実施の形態において、制御部１５は、生体センサ１３が生体情報の取
得を行っている間にも、継続して被検部位の接触状態を判断してもよい。制御部１５は、
生体センサ１３が生体情報の取得を行っている間に、接触状態が好適でなくなったと判断
すると、射出部２１からのレーザ光の射出を停止する。このようにして、制御部１５は、
測定装置１０の不要な電力消費を抑えることができる。
【０１２７】
　上記第１乃至第４実施の形態では、測定装置１０が備える制御部１５が、受光部２２の
出力に基づいて生体情報を生成すると説明したが、生体情報の生成は、測定装置１０が備
える制御部１５が行う場合に限られない。例えば、測定装置１０と、有線若しくは無線又
はこれらの組み合わせからなるネットワークで接続されたサーバ装置が、制御部１５に相
当する機能部を備え、生体情報の生成は、この機能部を有するサーバ装置で行われてもよ
い。この場合、測定装置１０は、生体センサ１３により生体測定出力を取得して、取得し
た生体測定出力を、別途備える通信部からサーバ装置に送信する。そして、サーバ装置は
、生体測定出力に基づいて生体情報を生成し、生成した生体情報を測定装置１０に送信す
る。ユーザは、測定装置１０が受信した生体情報を、表示デバイスに表示させることによ
り、閲覧することができる。このように、サーバ装置が生体情報を生成する場合、図１に
示す全ての機能部を１つの測定装置１０上で実現する場合に比べて、測定装置１０の小型
化等を実現することができる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０　測定装置
　１１　接触状態検出部
　１２　報知部
　１３　生体センサ
　１４　接触部
　１５　制御部
　１６　記憶部
　１７　基台
　１８　支持板
　２０　本体
　２１　射出部
　２２　受光部
　１１１　照度測定部
　１１２　歪センサ
　１１３　タッチパネル
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